
じどうし 々 の

順位番号の付け方

1 から I1閥次製作JI阪に付けて 3 けたの数字で終るから，同一形

式のものは 999 両まで使用できる。なお同じ形式でも改造事 ・

再生'11 ・ 新車の区別または担霊能間造的に多少巡っているものの

区別の必IJl!のあるときは， 100 台は[司， 200 台は jîí]，というよ

うに使い分けをする。(荻野義夫)

じどうし 伊 のじようし e ていいん 自動車の乗車定員 法

律で定められた， 旅客自動車に梁せ得る最高の人口。保安上の

浪曲からi温度の乗車を防止するため，個々の旅客自動車につい

て定められた乗車の許容限度である(ただし 12 才未満の小児に

ついては， '*lfI定員 l 人に対し1.5 人に換算しでもさしっかえ

ないことにな っ ている)。

自動車は衆車定員その他について，述紛省令で定める旅客の

安全を確保するための自動車検査証の交付を受けたものでなけ

れば，巡行の汗jに供してはならないことにな っている。乗車定

員に|刻する保安上の技術益準は，旅客自動車の総重量，操縦性，

~1~J1ruJ距離，乗車設備その他を考慮して定められているので ， 111 
の極狐 ・ 大小等によってそれぞれ乗車定員が奥な っており，通

常座席定員 と 立!市定員に分けて表わされている。

現在国鉄で使用しているおもな旅客自動車の衆車定員は，お

おむね次表のとおりである。

旅客自動車乗車定員

I匹 紐
犠 式 梁 111 定 凸

(メーカ -~I)) エン|座 !市 座席 111H馴ジ:ン

いすず BX91 mJ ロ マ‘ノス 28 21 2 51 

" BX95 " " 32 23 2 57 

" " ロ:ング 28 35 2 65 

" BC 10 1& ロマ γ ス 37 32 2 71 

ふそう B 25 fm " 36 26 2 64 

" R 21 後 " 43 29 2 74 

日田f BH 11 fﾎﾎJ " 32 24 2 58 

" BD 30 床下 " 44 20 2 66 

注 ほかに小型があるが比較的数が少ないので省略した.なお同じ

型でも製作年JJtによって乗車定員に多少の差がある.

ー」道路運送車両の保安基準。(松本敏司)

じどうし 々 のとうろく 自動車の登録 自動車(軽自動車お

よび 2 輸の小型自動車を除く)の登録制度は，自1f0.ρil1の保安確

保， 実態は催および盗難予防の行政目的の達成と相まって，自

動車を目的 とする税法関係の安全を確保するとともに，登録制l

l立を幸 11 m して，自動車の低当制度を突泌するため各樋の規律を

定めたものである。自動車の主主録および自動車の挺当権の登録

に|測する法規としては， 道路運送車問法，道路主Ii送車両法施行

規HlJ.自動車抵当法， 自動車登録令および自動車盗鍛規則の 5

つをもって構成している。道路巡送車両法は 1:11 iJijJIIIの登録にI品l

する規律のう ち，国民の権利義務に重大な彬響をお よぼすもの

について定めたもので， (1) 自動車の所有権の公証 (2) 登録

自動車およびその所有者の表示の変更 (3) 設録自動車の所有

権の移 l伝 (4) 登録自動車が自動車て'なくなり，または同一性

を喪失したとき (5) 運行の用に供する こ とを廃止したときは，

それぞれ新規登録 ・ 変更登録 ・ 移転笠似およびま っ 消登録の申

請をしなければならないことを規定している。その他自動車笠

fk容号際の表示制度 ・ 交付制度 ・ Jlï台祷号および原動機番号の

打刻制度，ならびに臨時迎行の許可について規定している。自

動車主主当法は，自動車の抵当権の主主録について規定している。

すなわち (1) 抵当権の設定があ ったときは，抵当権の設定登

録の申請 (2) 抵当権の表示事項中に変更があ ったときは，抵

当村Eの変更の主主録 (3) 抵当権の移転があったときは抵当権の

移転の登録 (4) 抵当権が被担保位権の弁済，抵当権の実行，

1時刻Jなどにより消滅したときは，抵当権のま っ消の登録申請を

しなければならないことを規定している。自動車登録令は， 主

として道路運送車両l去と自動車抵当法の委任にもとづいて，自

動車の登録と自動車の抵当権の登録との 2 つの登録手続のうち，

比較的重裂なものについて総括的に規定している。自動車登録

規則は主として道路運送車両法と自動車登録令にもとづいて，

自動車の登録と自動車の抵当権の議録の手続のうち，前述の 3

法令に規定していない事項についγ補足的に定めたもので， 自

動車登録原簿の機式・記載方法などがおもな内容である。その

他関係法令としては道路運送車両法施行規則，自動車登録番号

際交付代行者規則，道路運送車両法関係手数料令および登録税

法等がある。自動車の売買，相続， 原動機番号の打刻替，抵当

権の設定登録等主主録すべき変動の原因となる法律行為が生じた

ときは ， おのおのの極類の登録を申諮しなければならない。登

録を受けていない自動車の所有権を有する者は，新規登録の申

請をすることができる。 すなわち未登録自動車の所有権の保有

としづ登録原凶が発生したときは，新規登録を申請することが

できる。新規登録の原因が生じても ， その申請をするかしない

かは当事者の任意である。しかし新規登録を受けない自動車を

運行の用に供すると，道路運送車両法第 4 条の違反となり 6

箇月以下の懲役または l 万円以下の罰金に処せられる。登録を

受けている自動車について， 自動車の表示事項中に変更が生じ

たときは，その日から 15 日以内に， 変更主主録の申 ;請をしなけれ

ばならない。自動車の表示の変更のうち，使用の本拠の位置が

!Jîに登録を受けている都道府県の区域外に変更されたときは，

その日から 15 日 以内に，登録換の申請をしなければならない。

変更登録または登録換を申請せず，または虚偽の申請をすると，

3 万円以下の制金に処せられる。登録を受けている自動車の所

有権の移転(売只 ・ 贈与 ・ 相続など)があ っ たときは， その 日 か

ら 15 日以内に移転登録の申請をしなければならない。移転登

録を申請せず， または虚偽の申請をすると 3 万円以 Fの罰金に

処せられる。~録を受けている自動車が滅失し(衝突等により

スクラップ化した場合など) ， 解体し(構成部分を他に転用し，

再び現状を回復することが不可能な場合など)，または自動車の

用途を廃止したとき(走行装置， 操縦装置'1.，原動揺普を取りはず

し，自動車を住居として使用する場合など， 自動車の旧態は若

干残存するも， liH効率たるの経済的効用を全く爽失した場合) ，

すなわち自動車が自動車でなくなったときは，その日から 15 日

以内に，所有者ーはまっ消登録の申請をしなければならない。 Iド

台が新規登録を受けた際，現に存したものでなくなった場合，

すなわち自動車の同一性が喪失され，他の別他!の 自動車となっ

たときも問機である。所有者がまっ消登録の申請をせず，また

は虚偽の申請をすると 3 万円以下の罰金に処せられる。登録

自動車を迎行の用に供することをやめた場合(工場敷地内のみ

の使用に転換したときなど)には，いつでも任意のまっ消登録

の申請をすることができる。抵当権の設定があったときは，抵

当権の設定登録の申請を しなければならない。抵当権の目的た

る自動車を追加する場合，および抵当権に より 担保する(j'(権金

制を j羽加する場合も問機である。抵当権の登録については，自

動車の登録におけるように罰則の強制はない。抵当権の表示す

なわち，低当権により担保される債権金納・ 弁済ltJl ・利息の率 ・

発生J~lおよび弁済期・債権に付した条件，ならひ・に抵当権の効

力のおよぶ範凶についての設定行為の定め等，または抵当権の

登録名義人(抵当継者， 物上保証人を立てた場合の債務者)の
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